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羅臼町は明治３４年に植別村戸長役場が設置されてから１２０年を迎え

ました。先人が築いてきた歴史と伝統に感謝するとともに、町民皆様のご

指導とご支援によるものと深く感謝申し上げます。 

今年度は、羅臼町１２０年を迎え様々な記念事業を展開する予定でお

りましたが、昨年末頃より世界的に新型コロナウイルス感染症が拡大し、

現時点においても終息が見えない状況であります。 

このような状況を踏まえ、町民の健康と安全を第一に考慮した結果、羅

臼町１２０年記念事業は中止することと致しました。 

記念事業の実施に向け、ご協力をいただきました関係者皆様、また、イ

ベント等を楽しみにしていた町民の皆様には、何卒ご理解いただきますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

尚、今年度予定していた事業につきましては、今後の新型コロナウイル

ス感染症の影響にもよりますが、令和３年度に実施する予定です。 

 

 

 







令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金のお知らせ

はじめに・・・申請は必要ですか？

今回、支給を受けるにあたって、改めて申請は不要です。
ただし、公務員の方は申請が必要になります。
※公務員以外の方が希望しない場合等は、申請が必要です。

１．だれがもらえるの？（支給対象者）
令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当を受給している方です。
※ただし、所得制限により児童一人あたり５千円の「特例給付」受けている方は対象
外です。

２．うちの子は、対象になるの？（対象児童）
児童手当の令和２年４月分の対象となる児童です。
※ただし、同年３月分の児童手当の対象となっている児童であれば、４月から新高校
１年生となっている場合等も対象となります。

３．いくらもらえるの？（給付額）
対象児童1人につき、１万円です。

４．いつもらえるの？（支給時期）
対象の方には、６月２６日（金）頃に支給します。
以降、確認ができなかった場合には、お問い合わせください。
※公務員の方は申請後、随時支給します。

５．どんなかたちでもらえるの？（支給方法）
令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当を受給している口座に振り込
みます。
【ご注意ください】
※児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に
支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の振込指定口座の変更手続等をお願いしま
す。
※上記につきましては、指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、
子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和２年12月末までに必ずご
対応をお願いします。
※当該口座の変更等に支障がある場合には、役場保健福祉課までお問い合わせくださ
い。
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、子育て世帯の生活を支援するた
めに、児童手当を受給している世帯に対し、一時金を支給します。



Ｑ．引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか？
Ａ．「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、基準日（令和２年３月31日）時点での居住
市町村（特別区含む）から支給されますので、４月１日以降転居された方は、転出元の市町村に
お問い合わせください。
※新高校１年生については、令和２年２月29日時点での居住市町村から支給されます。

Ｑ．ＤＶ被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか？
Ａ．令和２年４月分の児童手当の支給を配偶者（DV加害者）が受けている場合についても、羅臼町で
子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますのでなるべく早くご相
談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。

「子育て世帯への臨時特別給付金窓口」
羅臼町役場 保健福祉課 社会福祉担当

電話：０１５３－８７－２１６１

お問い合わせは

こんなときはどうなるの？

｢子育て世帯への臨時特別給付金｣に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに羅臼町から問い合わせを行うことがありますが、ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作をお
願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話
がかかってきた場合にはすぐに羅臼町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

羅臼町
子育て
世帯

➀給付金のご案内・希望しない
場合等の申請方法を送付します。

➁希望しない場合等のみ、申出
書を提出してください。

➂児童手当登録銀行口座等へ振
り込みます。



お問合せ先 

羅臼町役場 保健福祉課 電話 87-2161 
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現在、児童手当を受けている方は、６月分以降の児童手当等を引き続き受

けるには「現況届」の提出が必要です。 

※「現況届」は６月１日の状況を把握し、６月分以降の児童手当等を引き続き 

受ける要件を満たしているか確認するためのものです。 

「現況届」を提出しなければ、６月分以降の児童手当は支給されません。 

 

現況届は６月期支払通知書に同封していますので、内容を確認していただ 

き、必要事項記載のうえ、印鑑を押して提出して下さい。（郵送可） 

提出期限は令和２年７月６日(月)まで 
 

【現況届と一緒に提出してもらう書類】 

● 国民年金以外の年金に加入している場合、受給者の保険証のコピーを 
添付して下さい。 

 

● お子さんと別居して暮らしている場合、別居監護申立書を添付してくだ

さい。（保健福祉課窓口にあります） 

 

● その他、必要に応じて書類等を提出していただくことがあります。 

 

 

 

 



 

児 童 手 当 

 

 

○支給対象  中学校までの児童を養育している方 

○支給額  ３歳未満             １５，０００円 

      ３歳以上中学校修了前 １０，０００円 

(小学校修了前の第３子以降は１５，０００円) 

 

○支払時期  原則 ６月（2 月～5 月分）・１０月（6 月～9 月分）・２月（10 月～ 

１月分）にそれぞれ支給されます。 

 

 

申 請 や 届 出 

 

【役  場  窓  口】 役場１階 保健福祉課（電話８７－２１６１）になります。 

 

○お子さんが生まれた時  認定請求書または額改定請求書（二人目以降）を提出して 

下さい。 

             印鑑、保険証、個人番号、銀行等の口座番号がわかるものを

持参下さい。 

 

○羅臼町外に転出する時  受給事由消滅届を提出して下さい。 

             現在登録している口座を解約する場合は、印鑑、銀行等の口

座番号がわかるものを持参下さい。 

 

○児童を養育しなくなっ  受給事由消滅届を提出して下さい。 

た時           

 

○そ   の   他   氏名の変更、振込先の変更等があった場合は、申請もしくは 

届出が必要です。 

             詳しくは保健福祉課までお問い合わせください。 

 





 
 
  
 これまでの感染症拡大防止のための外出の自粛等によって、運動不足や不規則な食生活など生活

リズムの変化はありませんか？十分な睡眠や適切な食生活は、免疫力を低下させないための健康管

理の基本です。感染症対策をしながら、ご自身、ご家族の健康を守るために今一度生活を見直して

みませんか？ 

また、基礎疾患がある方（糖尿病や高血圧、心臓病、呼吸器疾患など）は自己の判断で治療を中

断せず、治療状況を良好に保ち、心配な体調の変化がある時はかかりつけ医に相談しましょう。 

 

＝ワンポイントアドバイス＝ 

① 1 日 3 食いろいろな食材から栄養素をとりましょう。 

（欠食・偏食しない） 

② 主食・主菜・副菜をそろえてバランス食を 

心がけましょう。 

③ 間食は牛乳・乳製品や果物をとりましょう。 

④ インスタント食品・お惣菜・コンビニ弁当・菓子パン 

などは塩分・糖分・脂肪など多くなりやすくバランスが 

崩れやすいので野菜等を組み合わせて食べましょう。 

⑤ 十分な睡眠をとりましょう。 

 

 

※免疫には多くの栄養素が関係しているので特定の食品を食べれば免疫力が上がるというわけで

はありません。バランスよくいろいろな食材を取り入れましょう。 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、一部休止していた個人健診が再開されました。健康管

理の一環として、健診を受けてみませんか？ 

今後も国内や道内の新型コロナウイルス感染状況等により、健診実施状況が変更されることがあ

ります。受診予定の皆様には、ご迷惑をおかけいたしますがご理解ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特定健診以外の健診をご希望の方は、予約後に受診券を発行しますので保健福祉課窓口まで 

お越しください。 

令和 2年度 個人健診（特定健診・がん検診など）実施しています 
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健診機関／連絡先 予約の有無 予約方法など

知床らうす国保診療所

0153－87－2116
要予約

　直接、知床らうす国保診療所へ予約し、注意事項などの説明を受けてください。

☆がん検診（胃・肺）、肝炎ウイルス検査も受診可能。

札幌複十字総合健診センター

札幌：011－700－1331
要予約

　羅臼町役場　保健福祉課（87-2161）に予約をお願いします。

☆がん検診（胃・肺・大腸・乳・子宮）、肝炎ウイルス検査も受診可能。

がん検診センター

釧路：0154－37－3370

旭川：0120－972－489

札幌：011－748－5522

要予約
　直接、希望のがん検診センターへ予約し、注意事項などの説明を受けてください。

☆がん検診（胃・肺・大腸・乳・子宮）、肝炎ウイルス検査も受診可能。

富沢医院

0153－72－2516
予約不要

　健診当日は、朝５時からスタートします。事前予約なく、受診できますが、健診実

施時間前の１０時間以上は飲食できないこと（空腹時に健診を受けることが必要）に

注意してください。

石田病院

0153－72－9112
要予約 　直接、石田病院へ予約し、注意事項などの説明を受けてください。

町立別海病院

0153-75-2311
要予約

　子宮頸がん検診のみ受診可能です。

　直接、町立別海病院へ予約し、注意事項などの説明を受けてください。

古野医院

0153-73-5700
予約不要 　子宮頸がん検診のみ受診可能です。

問い合わせ先：羅臼町役場 保健福祉課 保健・国保担当 87-2161 

 
 

新型コロナウイルス感染症対策として 
日頃の健康管理を心がけましょう 
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知床らうす海鮮福箱 申込み（FAX：87-2916） 

 

 

氏 名  

住 所  

連絡先 TEL            FAX 

数 量 箱 

 新型コロナウイルスで沈みがちな雰囲気を少しでも明るくするた
め、町内水産加工事業所のご協力をいただきまして「知床らうす海鮮
福箱」を販売いたします。 
 

10,000 円以上の海産物を詰め合わせた福箱を 

 

なんと 5,000 円（消費税含む）で販売いたします。 

・福箱は現金（らうスキップも使えます）と引き換えにお渡しします。 
 
・お渡しの日時：6 月 28 日(日) 10 時～13 時 
場所：羅臼漁港２階建て埠頭 １階市場前（共栄町） 
ドライブスルー方式でお渡しします。 
数量によっては日程を追加しますのでその場合は追ってお知らせします。 

 
・中身はお楽しみになります（冷凍品です）。選ぶことはできません。 
 
・中身の例：開きホッケ、たこ足、鮭切り身、たらこ など 
 
・予約販売になります。下の申込書を FAX するか電話でお願いします。 
 （申込み期限：6 月 23 日(火)まで） 
 
・数量に限りがあります。お一人様 10 箱まで。品切れの場合はご容赦ください。 
 
・お申込み 問い合わせ先：役場産業創生課（TEL87-2162） 
 
 
 
 
・お申込み お問合せ先：役場産業創生課（TEL87-2162 FAX87-2916） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 氏   名 住  所 年 齢 電 話 番 号 区分（どちらかに○を付けて下さい） 

１     アンダー60 ・ オーバー60 

２     アンダー60 ・ オーバー60 

３     アンダー60 ・ オーバー60 

■アンダー６０創造会議（１８歳以上６０歳未満が対象です。） 

 ・羅臼町の様々な問題や、解決すべき課題等について考え、話し合う会議です。 

 ・話し合われた内容、意見・アイディアは、有識者で組織する「羅臼町産業振興審議会」及び「羅臼

町産業プロジェクト」等の貴重なご意見として取り扱われ、羅臼町の振興施策として反映されてい

きます。 

 ・会員は登録制（申込みと同時に登録いたします）とし、誰でも参加することができます。 

 

■オーバー６０協力隊 （６０歳以上の方が対象です。） 

 ・アンダー６０創造会議からの提案に対し、支援・アドバイスをお願いします。また、自分たちの各

課題の解決策なども話し合いたいと思います。 

 ・会員は登録制とします。 

  

  

 

お申し込み：下記へお電話または FAX（８７-２９１６）で申込みください。当日参加も歓迎します。 

お問い合せ：羅臼町産業創生課 ８７-２１６２ 

申 込 書 

また「どんな雰囲気の会議なの？」「産業のことで提案したいことがある！」などの質問もお受

けしています。アンダー６０、オーバー６０に興味のある方は是非一度お問い合せ下さい！ 

コロナウイルスの影響で会議の開催はいったん見合わせていますが、まちづくりに関する意見は

募集しています。特にコロナウイルスは町の経済にも大きく影響しています。「こういう人たちがコ

ロナで困っている。こういった対策はとれないか」「コロナが落ち着いているうちに町が元気になる

ことを目指してこのようなアクションはできないか」など皆様のご意見をお待ちしています。 

もちろんコロナウイルスに関係しないご意見もお寄せください。 

 


